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〈論文〉

「新しい世界史」に照らした世界史教科書記述の見直し
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要旨

羽田正『新しい世界史へ』 (岩波書店 2011年)は、これからの世界史教育の目的は「地球市民」意識の涵養
に置かれるべきだと提起し、世界史の在り方をめぐる議論を活性化させている。本稿は、羽田の説く目的に添う

場合に従来の世界史教科書記述はどのように修正されるべきか、筆者の専門領域に即して検討を行う。

キーワード: 世界史教科書 「新しい世界史」 三十年戦争 ウェストファリア条約 主権国家体制

はじめに

羽田正『新しい世界史へ』 (2011年 )は、従来の

ままの世界史が現代社会へ働きかける力を失つたとし

て、新しい世界史の必要性を訴え、世界史の在り方を

めぐる議論を活性化させている。羽田の提起の背景に

は、現在の細分化された歴史研究の成果が一般の人々

に共有され得る歴史像を提供していないという問題意

識や、欧米・大国中心の進歩主義的な観点に従つた歴

史叙述の相対化の動向、歴史教育における高大連携の

需要の拡大などがあるため、その趣旨は、概ね好意的

に受け容れられているようにみえる。議論が集中して

いるのは、歴史叙述及び授業法の双方の側から生じる

具体的な方法論と、羽田が世界史教育の目標に据えた

「地球市民意識の涵養」なるものへの疑念や賛否であ

ろう。本研究は、そうした議論を踏まえつつ、従来の

世界史教科書の記述を、自身の狭い研究領域である

ウェストファリア条約にかかわる部分に限定するが、

羽田の主張に従つて詳f43に読み直し、「新しい世界史」

の観点に添つた書き換えが可能かどうかを検討するも

のである。それを通じて、ある「細分化された」研究

の成果に、現状の世界史の問題点を克服し世界史の新

しいあり方を模索するという大河へと注ぎ込む一つの

支流くらいの役割を担わせる試みにはなるであろう。

それではまず、羽日の著書の概要とそれに対する反応

を少し詳しく整理しよう。

1 羽日による『新しい世界史Jへの提案
戦前の皇国史観、戦後の近代主義やマルクス主義の

史視は、それらに含まれた問題性は別にして、現実の

社会と密接に結びついた f実学Jと して現実を変え

人々に未来を指し示す力を持つていたが、今日の歴史

学はその枠組みが既に古くなり現代人に必要とされる

ものになつていない、と羽田は切り出している。そこ

から現代人に必要とされる過去の見方とは、新しい世

界史、すなわちグローパル化した世界で起こっている

様々な出来事を深くバランスよく理解し、さらに私た

ちの社会の将来の方向性を定めるために必要な教養で

あり、これから生み出さねばならない「地球社会の世

界史」であるという。それは、従来の歴史学が個々の

諸民族に国民としての帰属意殿を与えてきたように、

世界の人々に「地球市民」としての帰属意識を与えて

くれるはずのものだから、必要とされなければならな

いというのである。

この「新しい世界史」を目指す場合、成いは逆説的

にそれが求められることになった背景として、現行の

世界史には以下の問題点があるという。第一に、今の

世界史は、わが国では日本人による世界史の捉え方に

過ぎず、海外においても事情は同様であり、世界史と

呼ばれながら世界で通用する世界史は存在していない

のである。第二年、自他の区別を強調する性格を持つ

ているため、世界の一体性を考えさせるよりも、抗争

の種を生み出しかねない歴史を描いているとする。第

二に、最大の欠点として、欧米世界が特別に優れ、歴

史を作る主体であつたかのような「ヨーロッパ中心史

観」が貫かれていることである。こうした見方が現代

人には既に合わなくなっているため、歴史が現代社会

に働きかける元気を失い、「新しい世界史Jを生み出
す努力が求められると提起するのである。

こうした課題の克服として羽田が行きついたのが、
「地球主義の考え方に基づく地球市民のための世界史」

なのである。その実現のためには、中心も周縁もない

世界史の見方を作り出し、世界中の人々が、̂これが自

分たちの過去だと昼ぇる世界史となる必要がある。羽中学術院教育学領域社会科教育系列
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田自身、そこに至るための過程を楽観視しているわけ

でもなければ、最終的な完成型を想定しているわけで

もなく、「世界はひとつ」というメッセージが伝わる

ならば、それは「新しい世界史」であるとしている。

さらに羽田は具体的な方法論まで踏み込んで例示す

る。一つ目の例として、人間集団の共通点と相違点を

探ることで、世界の見取り図を描くことを挙げる。次

に、特定の集団や空間、事象の実在が無条件に存在し

てきたかのような錯党を避けるために、部分的に時系

列史を放棄することを提案している。最後に、近代史

において圧倒的な影響力を行使したイギリス産業革命

のような事柄についても、英国・ヨーロッパの一方的

視点からだけではなく、世界中の人々が様々な商品を

通じて横につながり、影響を与え合つたことを重視す

る描き方がなされるべきとしている。これらの具体案

は、ある時期に中心的な役割を果した国家のみが歴史

上存在したかのような叙述を避け、現代に影響力を

持つた大国の歴史を過去に遡って、あたかも古代から

それが一定不変のごとく存在・発展してきたかのよう

な誤謬を避け、ヨーロッパが内発的な要因のみで世界
ヘー方的に働きかけていつたかのような叙述を避ける

ことで、現行の世界史の弱点を克服し、共通性や相互

作用の重視を通じて「世界はひとつ」を意識させる試

みとして提示されている。

2.「新しい世界史Jへの反応
羽田の「新しい世界史」への提案は、歴史研究にお

ける脱ヨーロッパ中心史観や脱一国史への傾向の強ま

りと、高大接続への社会的需要の高まりが結びついた

ことから、20世紀末～21世紀初頭に従来の世界史に

対する相対化の運動がカロ遠したことを基盤としている

と見てよい。そうした動きの一例として、岡崎勝世

(『聖書 VS世界史』1996年、『世界史とョーロッ
パ』2003年 )は、「世界史」が聖書の世界観に基礎
付けられたヨーロッパ世界による世界解釈の産物に過

ぎないことを丁錮こ解説し、世界史の相対化に重要な

寄与をしている。南塚信吾 (『世界史なんていらな

い ?』 20117年 )は、世界史未履修問題を背景に康わ
れる世界史の問題点を考察し、世界史教育の必要性を

改めて問い直しているし、水島司 (『グローバル・ヒ

ストリー入門』2010年)は、歴史をより広域的・横
断的に捉えることで、従来の世界史の欠点を大きく補

完し得る歴史像を提供したといえる。そしてJり |1幸司

(『世界史との対話』上。中・下 2011～ 12年)は、
教科書に結晶化した従来の世界史観を離れた授業実践

例を教育の現場から豊富に提示している。このように、

従来の世界史の限界を如何に克服するかという議論が

既に活発になされてきた土壌の上に根差しているので、

羽田の趣旨は自然と受け入れられることとなつた。

例えば南塚信吾 (「歴史学の新たな挑戦J『歴史学
研究』2012)は、「筆者も同じような同時代史を考

えている」と羽日の趣旨に共感を示し、「これまでの

歴史学に対する大きな挑戦」として、期待感を示して

いる。 非ノロ貴史 (「いま、世界史にどう向き合う
か」『歴史地理教育』2013)も 、

「同時代史の授業

は、未来に向かつて種まきをする」ものとして、「こ

の提起を肯定的に受け止め」ている。小川幸司

(「 『世界はひとつ」を語るのが世界史教育なのだろ

うかJ『歴史地理教育』2t113)も また、「国と国と
のパワーゲームのような世界史であうてはならない」

という観点から、「羽田氏の主張には、共感Jしてい
る。歴史・世界史研究全般を眺めても、例えば大阪大

学歴史教育研究会「「新しい世界史の運動」と歴史学

研究」 (『西洋史学』2012)において「新たな世界
史研究のマニフェスト、見取り図が提起されたJと評

価されたように、羽日の提起は現行の世界史の問題点

を克服するひとつの指針を示したものとして、特に特

定の国の成功や強弱ではなく相互補完関係を理解させ

得る同時ヽ史的な世界史叙述への注意を喚起した点でt

歓迎されているといえる。

ただし、無論疑問も提示されている。南塚信吾

(「歴史学の新たな挑戦」)は、従来の世界史をどの
ように消化して新しい展望を開き得るのかという点、 .

そしてまた、「地球市民」意識の涵養とぃう目標に関

して、それ自体が脱ヨーロ,パ中心に反するヨーロッ
パ的な概念といい得るし、「地球市民を意識した日本

からの世界史」で十分ではないかと疑念を呈している。

イリII幸司 (「 「世界はひとつ」を語るのが世界史教育

なのだろうか」)は、羽田の提案はあくまでもアカデ
ミズムに向けられたもので、そもそも歴史学と歴史教

育の分業を前提にした議論の進め方は問題だろうと指

摘するとともに、「世界はひとつ」を重視せねばなら

ない必要性についても論理的には綿密さを欠いている

としている。河合美喜夫 (「 r新しい世界史の理論」

は世界史教育にとって新しいか」『歴史地理教育』

20151も 、解釈の相対化がこれまでの歴史研究の成果

まで相対イ|してはならず、「新しい世界史」の「新し

さ」はあくまでも世界史「研究Jに限るもので世界史
「教育」の中では認められないと、基本的には上記両

者によるものと同質だがより競い批判を行つている。

以上の反応を要約すると、羽田が提起した「新しい

世界史」は趣旨に対しては期待感と共感が得られてい

るものの、その究極目標の実現・必要性への懐疑や、

従来の世界史の成果との関連付けのさせ方や具体的な

教育実践方法の面から、不透明さが指摘されている状

況といえよう。筆者も羽田の趣旨には共感するが、上

述の疑問も概ね首青し得るものと考えている。従つて、

従来の世界史を構成する細胞一つ一つの堅実な見直し

を通じて、「新しい世界史」を組成するそれらへと生

まれ変わらせていく必要性が生じるであろう。本稿は、

そうした問題意識に立脚し、わが国における現行世界

史の一つの完成形であり、教育と研究をつなぐ有力な

材料でもある世界史教科書の記述を吟味し、限定的な

り
乙
つ
乙
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個所に留まるが、筆者の狭い範囲での歴史研究の成果

を羽日の趣旨の具体化へとつなげることを試み、将来

的に実現されるかもしれない f新しい世界奥教科書」

の本文となり得る叙述を考案する取り組みである。

3 ウェストファリア彙釣をどう配すべきか
それでは具体的な考察に入ろう。筆者が専攻する

ウェストファリア条約 (1648年)は、一般的には
ヨーロッパ最後の宗教戦争となつたドイツ二十年戦争

(1618-48年)の講和条約にして、 ドイツを分裂さ
せるとともに主権国家体制を確立することになつた世

界史上最初の国際条約として知られてきた。従つてこ

こでは、同条約のみならず、三十年戦争及び主権ない

し主権国家体制に関する記述をも検討に含めたい。そ

れらは高等学校において、地理歴史科の「世界史 A」

並び年「世界卑 B」 だけでなく、公民科め
「政治・経

済」の教科書の中でも扱われているので、その記述を

分析してみることとする。なお、中学校社会科との関

連でいえば、直接取り上げられる用語ではないが、学

習指導要領の歴史的分野の目標における国際関係や文

化交流のあらましを理解させることに関連付けられる

とともに、内容的には近世日本におけるヨーロッパ人

の来航やオランダとの交易、近代日本に影響を与えた

ヨーロッパのアジア進出に背景として関わつてくる。

しかしむしろ公民的分野の方が関連は深く、国際社会

の諸課題を扱うに際しての国家間の主権の尊重に関す

る学習と深くつながり、主権の理解に根本的な関わり

を持つ歴史事象として、ウェストファリア条約に触れ

る可能性は大いにある。直接登場するわけではないの

で、中学教科書の検討はここでは省くが、その文脈を

発展させた高校「政治・経済J教科書の分析が、中学
における主権学習の展望を示唆するものにもなり得る

だろう。それではまずは世界史教科書の検討に入ろう。

(1)「世界史 A」

はじめに、現行の学習指導要領とその解説の該当部

分を確認してみよう。その際、本研究で特に注目すべ

き個所として筆者が引いた下線を参照されたい。

《目標》

′盟 妍 賊 を夕 せナう″界の歴史を諾資料tこ齢 ま

態郵切ψやβ本の歴史と潤雪″ゲながらZ″きま
ダκη纏 を歴史″観点から考察 ctせることによっ

く 歴懃秘鵬勁″ ″、国際を会に主櫛 に生きる

″豹繁諧 ιての劇話 資質を養ラ。ノ

《内容 (2)世界の一体化と日本》

2彦踊曜堺 を増勁けあための″ガどιζ ユージシ
アの議文明の雑露に慶れるととうだ、lθ 均紗確 の

ι尻蔵者の遷慶吸び露本圭書の慮玄を申E,に、Z″が
一確 ιこ向かり過程を理解させる。その原 刀形勒

力と/7本との″ツ。わクこ着′させる。ノ

《イ 結び付く世界と近世の日本》

「大航海時代
のコー″ン′ヾとアノノカ、//ノカ、/

″ の勧姥 蛹 、アジアの諸帝国とヨー″ノ′∽ 主

塵園重Z幽
`大
西洋遊″の展開ど/ノノ″・//ノカ

社会の変容を扱ク、ゴ′郵め ら″螂諧 での世界の

一始 の動きと近世のβ

―

させる。ノ

《解説》

秋 だ、 ヨ=′″ =tこ成立 ιたま″墜肇壼体制電効レク、
そが づ 物 姉 と独立Э業 を備えた国家が並存 ι

慶台%う のであつたことだ激れる。そιζ オラン
久 イギノス、フランスなど劾曼表芸彗鬱 ・々

を餞製壌静 ιつつ、世界の務 に選〃 ιていつた

ことを把握させるととうに、/2～ //ノカの物ど
e睦杉磁スバ コー′″ のヾス々の生活や文イヒ|こ大
きな影rを事′たことだ 3嘉なかせる。′

以上のように、現行世界史が世界を一体として理解

させるのではなく、世界と日本の分離を前提にし、他

者としての非日本=世界へ日本人として働きかけるた
めの素養を培うことを目棟に据えていることが見てと

れる。内容からも、16世紀以降西欧で発生した資本
主義が中心となつて世界を一つにまとめていく過程の

中で、日本との関係を理解させることが目的となつて

おり、世界史を標榜しながら、ヨーロッパ中心史観の

下で西欧と日本との関係史に埋没していることが窺え

る。さらに解説からは、ヨーロッパの中でも特に強力

だつた数か国に注目させており、ヨーロッパを主体に

据えながら、そもそもヨーロッパ全体の総合的ないし

本質的理解よりも、一部の大国の動きをもつてヨー

ロッパ全体を語らせている。羽田が指摘するヨーロッ

パ中心史観及び中心・周辺を設定している問題点が学

習指導要領において規定されていることになるのであ

る。しかしこの問題の根本は、従来の歴史研究がナ

ショナル・ヒストリー、さらに根本にある進歩史観を

基盤とし、その成果の基礎の上に世界史叙述が集積さ

れてきたところに見なくてはならないだろう。ただし

末尾の部分は羽日の趣旨にも添うものであり、ヨー

ロッパが決して一方的で自己完結的な主体としてでは

なく、影響を受ける側でもあつたという相互関係へ注

意を喚起している。こうした世界史像で全体を貫くな

らば、従来のものに代わる新しい歴史像が十分世間に

漫透した上で、指導要領の時点から根本的に書き換え

られなくてはならないことになるので、学界や社会を

巻き込む運動や意識変化が必要になってくるだろう。

それでは次に、実際に世界史Aの教科書における

ウェストファリア条約関係の記述を考察してみよう。

最初に、世界史Aの教科書採択率が最も高いとされて
いる帝国書院『 明解世界史A』 から検討する。

『明解世界史AJ(帝目書艤2014年 )
1部 2章 2節 3「ヨーロッパの新しい国際関係J〔三

十年戦争と新たな国際秩序の形成〕 (83頁)
′宗蒸鶴″妙 らだインでどこった戦争は、周辺諸国
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の参戦で漏〃″し、三十年夕争となつた。この週程

で争レ1の蕉点パ塁事のフ夢へと移ク、7“θ夕だクェ

メハ′ァノ

ー

た。数 のコー″ンノゞ〃

酬 お″ιたこの勧 ま

―

が7ソとなク、

経 なヨ~″ンパの回駒〃角材Vも のとなつ為 姿
詢によク神聖″―マ帝Jソま鋤 ″ιヽ ハlインのZ
位が低下ιん ごラι砕 ″憂 嬉 を瞑点と

九謳麟 カウ うら、な彪荏線婦 つ諧国が対等tこ関

ダι今夕、ま残翻 ″への移行力S明穣となつた。

また、動 猜 が/7滞
・
笏りF百議動舜白勝■調整さ

れるようになク、国照啓 6夕まれた ι″=ιョー″ン
パ諸国法 ごを ラン燐好鰤歌機し て層″ιたア

ジアの3●だガιでは、霧 や日賠跡の源7を遭

―

            i
2部 2章 4節 4「共に生きる世界を築くために」 〔共

生をめざす取り組み〕 (214頁〉

′雛 きまざまな対立でいろどられていろまラだみ

える。ι″'ι一方■ 紛鋼 を や平和
への勢力況辱

れてきた。′7を紹のクェストノァノ/条務′ま、露
の多慮を尊重ι私観護感を″ラ轟歯鼻密嬌″をつくる

墓僣となつた そして身″では、力勒勿勒呻グ″―

ん姥罐瞬 獅嚇に 、国家というわ0霧 漣 えた動
き64まれ てきている。ソ

結論的に言えば、管見の限り、本研究で取り上げた

教科書の中では、この教科書における記述が最も客観

的でパランスが取れているといえる。まず 83頁の記

述を検討するが、最初の下線部に関して、ウェスト

ファリア条約や姜権国家体制が、後続の文との関係で、

あくまでも近代ヨーロッパ世界に限つて通用したに過

ぎないと理解し得る記述になつているので、世界の中

のヨーロッパという一空間の秩序規範を事実として

語っているに過ぎない書き方になっているからである。

次の下線部は、1648年以降の神聖ローマ帝国が事実

上解体したという学説が、今日のドイツ史研究では既

に通用しない旧説として位置付けられているので、新

しい世界史の視点というよりは専門的見地から問題が

ある。ただし他の教科書においても概ね同様のことが

書かれているため、本教材特有の問題ではないのだが(

既にわが国でも 1990年代には帝国の国家機能の維持

が広く知られるようになつたにもかかわらず2、 多く

の教科書でそれが無視されている点で、専門研究の成

果が教科書に活かされにくいという別の大きな課題の

証拠を示しているといえよう。第 3の下線は筆者自
身も強調したい条約の歴史的意義に触れられており、

新しい世界史の観点からも、対立よりそれを克服して

いく努力の面が語られている点で高く評価できる。ま

た、83頁最後の下線も、一見するとヨーロッパ中心

史観にみえるかもしれないが、ヨーロッパ諸国の自己

意識によつて規定された政治的形態や法的規範であつ

たことに気づかせることで、少なくとも現代のそれら

と同質でもなく、現在につなげるためにはその後の歴

史的な展開ヘロを向けなければ理解できない記述と

なつており1ヨーロッパの中心性は相対化されている

とみてよい。また、筆者自身はウェストファリア条約

の歴史的意味を「国際社会が平和の利害を共有する政

治文化を表明した最初の合意文書」と考えているのだ

が、214買に飛んだ現代国際社会と関連する記述で、

条約はあくまでも主権を尊重しそれらの利害調整をす

る体制の基礎となつたことまでしか触れられておらず、

ヨーロッパが生み出した主権国家なるものの至上性が

強調されるわけでもなく、筆者の主張とも重なり高く

評価したい。

次に採択率が高い教科書は第一学習社『高等学校世

界史A』 と東京書籍『世界史A』 がほぼ横並びだが、

ここでは明確な理由はないが後者を選択する。

『世界史川 (東京書籍2014年 )

第 2部第 3章第 1節 2「世界商業と主権国家体制」
〔ヨーロッパ国際社会の成立〕 (66頁 )

″7均鍮畔、神聖″―マ帝国内の撼総 ″ンのガ

ー

争れがからみ、三チ卒投争とまだれるガ″1

毅話がおこうた。段争な
`餡
年にクェストノ′ノ/

条臓が結ル で鮮 ιん これ/6‐ま夕歯国内の著優率

|こ独立し理動を しての統 がみとめられ、カレヅ

/グとメイスク哺あ承認された こンι4独 立ι
構 と議を

一

が″〕|こ謗 な関係をぶ

とい′、所ιい粥 宇ηわ ノゞー″ンノtlこ生みだ

されん その議 ζ この条約ま漏夕の冽 覇禁条約

とい易 、こ夕した広緋ソ言を目
=佑
″とよル で

″ヽる。′

ここでも、帝国内諾領邦及びオラングとスイスの独

立というナショナル・ ヒストリーを基盤とした旧説に

基づく理解が依然として示されている。残念ながら詳

述する余裕はないが、帝国領邦に認められたのは近代

的な主権ではなく、旧来から行使してきた政治的自由

の再確認としての意味が強く、当時の国際外交の場で

も独立国家として遇されるような実態はほとんどな

かつた。。また、オランダとスイスについても、厳薔

には正確な記述にはなっていない。つまり前者の独立

は主に低地地方や大西洋を主戦場としたオラング独立

八十年戦争の結果として結ばれた西蘭間の別あ条約 lご

よるものであり、ドイツを舞台にした二十年戦争の結

果としてなぜウェストファリア条約でオラングの独立

が承認されたのかが不明瞭なまま記述されているのが

問題である。三十年戦争と八十年戦争が同時に結び付

き、ウェストファリアの和平交渉を機に西蘭間の交渉

も同じ場所で一緒に行われるようになつた経緯を記さ

なくては、唐突感は否めないであろう。スイスについ

ては、神聖ローマ帝国の裁判管轄権からの免属を確認

したことが規定されているのみで、これl■aかに後世
独立と解釈されるようになったが、当時のスイス人の
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「新しい世界史」に照らした世界史教科書記述の見直し

中には帝国への帰属意識を持ち続けた人々が多かつた

ことが明らかにされているので4、 ゃはり慎重になら

なければいけない。ただしこうした分析は専門的見地

からより正確さを求める姿勢ゆえのもので、新しい世

界史の観点からみた場合、下線部後半の記述は、安易

に世界全体へその意義を拡大せずヨーロッパ地域での

歴史的現象として見つめるならば、交渉相手を対等な

存在と認める政治文化の出現を
'地
球はひとつJと い

う意識に関連付けられる事例として有益なものになる

かもしれない。

最後に、採択率は高くないようだが山川出版社の

『世界の歴史』を検討する。理由は羽田自身が教科書

執筆者に名を連ねているからであり、彼の歴史観が教

科書の中に反映されているのか気になったからである。

『世界の目史』 (山川出版社2015年〕

第 2章 18「スペインの時代からオランダの時代へ」
〔17世紀の戦乱〕後半 (77頁)

4.佑 ′、17雄 の25発のもつと6大″諄なうの
は 三チ年俊争であった。三十年戦争′ま、″聖″―

マ細 1こおゲ参議姥功V拗 事情力■からんでノま

陽し た。コー′ン′ヾ申のだとんどの国々″=介入ιた

段いは っζ tttイ ンのス々の生活はふみだじられ、

堕菫塑場盟聾ヱゴタ争ノま」
“
夕のクェスハノ′ノア

紳 によク薦″ι、キ国内の多

"稔
建藷を認められ、

オブ′ダとメイスω 舷 3昴軟 滉 毅 協 ん ′
〔主権国家体制〕 (77頁)

″ タノ′戦り 。ら三十夕戦争までコー″ンパを懲で

戦拗 たバ その間
'こ

ヽ強国は領土を広げ″

と舅僣をととのえ、さ葬 聯移 慟 ιで覇権をきそ

い、稗 馳 を拡大 ιん こラιた観″

"俳
争ど腐

争をぐクかえした Iθ～′7瞳紀tこ、夕ιれ日第ん弦が
でわ がつた。ナなわち、それぞ ″ 動 鯵 蒻 け る

ル な 農

"文
をのど″1をこえζ 対等

=こ
外交交渉

をぐク″琥 ι、戦争の′レー/2を定め、勁力均衡をは

″ヽつたのである。この

―

クェス トフア

ノ′条静だ結実し、この多、現代lこいたるまα弱緩

…
最初の下線部について、ほとんどの国が介入したと
いうのは間違いではないかもしれないが、ほとんどの

国は一時的に問接的に関わつたことがあるというのが

実態であり、この記述だと二十年間ヨーロッパ諸国が

戦い続けていたイメージを与えかねない点は改善を要

するであろう。また、主戦場となつたドイツの住民の

被害に言及することは、いつどこであろうと住民を犠

牲にする戦争の実態に気づかせる点で大切なことだろ

う。しかしドイツの被害は確かに最大だったとはいえ、

戦禍は非ドイツ地域にも飛び火していることや、オラ

ング独立戦争を連結させて考えさせる必要を考えれば、

ドイツの被害者だけが特権的に扱われているようにも

見え、他地域にも目を向けさせる配慮がほしいところ

である。次の下線における領邦主権と両国の独立につ

いては既に検討 した通りであるし、最後の下線も、
「ウェストファリア神話」5に基づき安易に現代国際

法までつなげており、ヨーロッパ中心史観から離れら

れていない。これらの記述は古典的解釈がそのまま受

け入れられており、羽田の新しい世界史への観点が反

映されているとはいえない。専門性から見て羽田自身

がこの箇所の記述を担当したとは考えられず、そもそ

も新しい世界史の観点から作成することを目的とした

歓科書ではないのでやむを得ないかもしれないが、こ

こで気づかされるのは、教科書作成の際の、執筆者間

の観点をどのように調整するかという問題の難しさで

あろうか。

(2) 「世界史 BJ
それでは我が国における通説的な世界史像の構築に

大きな役割を果している世界史Bの教科書分析に移る
が、まずは学習指導要領を確認してみよう。

《目標》

世界つ歴史の は ほ枠組みと居″を言露〃.こ基づき

麹敷簗″やβ本の歴史と″ど″4カなが黎 ま

力″杉翻レ タ今をと男κ世界のを灯を広しヽ爾 カ

ら考察さ

“

ことによつく 臓

“

ぷ考力を培い、Ξ

雄
=こ
主体的

=こ
生きるβ表繁 レ 馘 ,自覚どF″

ZIJFラ。ノ

《内容 (0議地域世界の結合と変容》
r/ジァの泰榮とコ_″ンノ場 を背景だ、″懲′

遊界鞣 ιたこととと6に、蝋 目麦″

〃を整え工業をを運ブιたヨー″″ のゞご″により、

働影 濯 静 り 難 久 社会の細 だされたことを理

″させる。ノ

《イ ヨーロッパの拡大と大西洋世界》
「ルネナンス、議 脅 満部の成玄 童塞
多著への進出と大西洋着界の形成をタク、 2θ 置紀か

ら」θ翻誠 ″ル ー′ンノ`世界の″″とアメノカ・

/ノノカとの させる。ノ
《解説》

′ま式 ヨ~″ン′`

"訂
においζ 封建を癸物

どを薦漫こルネナンスあ 議 髪 勲 お こったことを把

″さ

“

どともだ、″配や戦争を遍じζ ′7騰紀tこ
なると髪″ 級 独立往誦辱 続 た屋翔嚇粒 ι

麟ひする墨 国家体舗力ヽ形成″ ″ ことに東けかせ

る。ノ
‐
次tこ、ヨー″ン′=の対外的動向とιζ ...0
さらだ ′71_J雄 法 オラング イギノメ、フジ
ンスを申Eせ ナろπヨー″ン′轄 国がア2秘″ じめ

ι、」産 たご

づぐ活発な経済活動蒻厳難 制 多 額 爾 ″ 髪 こ

とに気″かせる。  ノ
′箕佛
"い
で
=錘
義 、経験主義を議 とした
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″学革命、脅 あ秘の成立を離景とι雄

働解経ジ背景とιたノヾ″ンクや′ココの朝ン と

具幻夜坂 勿り ζ この朝
=こ
生力蹴ジ ιクヽ文″

の″自とそれ を生み″ιた社会状況を躍譜 せる。ノ

目標については、文化の多様性そのものに考察を向

けている点で注目に値するが、それ以外には日本史と

区別された世界観から成り立つている点など世界史A
と大差ない。内容においても、アジアとヨーロッパの

分立を前提に後者によつて世界が一体化していくプロ

セスを描くことを目的とし、アメリカやアフリカはそ

れと関係する限りで触れられる構成とな?ている。、解

説からも、ヨーロッパで成立した主権国家の代表格で

ある英仏蘭の植民地争奪戦が世界を飲み込んでいき、

その背景となる文化に着目させる構図が見てとれる。

これらの問題性については、既に世界史Aの指導要領

を分析した際に言及したので繰り返すことはせず、早

速教科書の検討に入ろう。まずは世界史B教科書とし

て圧倒的な採択率を誇り、我が国の世界史像の形成に

決定的な影響力を及ぼしているといつて過言ではなぃ

山川出版社の『詳説世界史B』 を分析する。

『諄説世界虫』 (山川出版壮2015年 )

第 5章 3「西ヨーロッパ中世世界の変容」 〔ドイツ・

スイス・イタリアと北欧〕 (148・ 149頁 )

ケ イメ地方の農民嵐 .¨ 0.′ 4,夕だ′オ″望
″―マ帝国力`葬解を 独立し、Z`″ 夕のクェスハ

ノ′ノ/条約で国際的に承認議 ん ノ (149頁 )

ウェストファリア条約によるスイスの独立承認は、

厳密には注意を要する表現が必要であることは既に述

べたが、ここではスイスの独立がなぜわざわざ太文字

で語られているのかを考えたい。というのも人口や面

積でスイスとはぼ同規模の非ヨーロッパの国々は、例

えばハイチのように黒人初の共和国といつた世界史上

の意味が認められた国は登場するが、 ドミニカとかプ
ルンジなどといつた国々は大文字どころ力名前すら出

現しない。ヨ‐ロッパ史の中でスイスが果した歴史的

役割は、ヨーロッパ史研究者である筆者も重々承知し

ているが、世界史の教科書でその独立を太文字で扱う

理由があるのであろうか、これもヨーロッパの国は小

国だろうとすべそ重要であるといつた先入観から生じ

た中心史観の表われであろうかと疑間が生じたからで

ある。他地域でも古代や中世に影響力を持つた国々は

確かに大文字で記載されている。それはそれぞれの時

代や地域での重要国を記憶させるという意味で中心史

観から逃れているわけではないことは確かだろう。他

方で、ラオスやカンポジアといった小国の独立も現代

史め部分で大文字で語られているので (392頁 )、 こ

れらは中心史親の表われというよりも、現代世界にお

ける身近な地域の独立国の存在を学習させるという意

図が見て取れるだろう。スイスの場合、また他のヨー

ロッパ諸国の場合、現在の国家につながる独立の時期

が中近世にまで遡れる場合が多く、ラオスやカンポジ

ア等の国々と同じ意図で登場させたにもかかわらず、

出現時期の古さから世界史的な重要語句であるかのよ

うに見えるだけで、この点ではヨーロッパ中心史観と

するのは行き過ぎかもしれない。むしろ世界の実情を

正確に描こうとする明治初期の万国史の影響が世界史

Bの中に留まっているとも考えられるが、しかしアジ
ア・ヨーロッパ以外の国々の名前は相対的に少ないの

も事実で、記述の偏りは指摘されねばならないだろう。

第 8章「近世ヨーロッパ世界の形成」序文 ("1頁)
ル ー′″ でヾは、ガ Z薦委半から、政治 。経済・

社会・宗夕・j●多などのあらゆる栃 ● ガ身 tのを

募機 つながる所 ι′ヽ動まバめだつまラだなつた

の ..。 この″霧の変解まヨー″ン′t内部■こなど

どまら式 ヨー′ノ′玖 が瞥ぐアジアやアメノカ大陸

への航海 tこ乗 ク″ι、壁界の一体イZ働鍍 った  .

“

り  。 こうした状況を湯 秘 ιξ 方 島筋じ )
らゴ7醐勒畔 、ヨー″ノ′tの国々滋物は クう強固
なまとまクをうつまラだなク、独立したJ師 蒻を ι
″ ル 1に対立濯 議 をぐク芝ιな力`ら、一つ″ 務

株序 4ど准嘔蒟蔵″燿り を力教ガιていつた コθ翅媚昴に

よス イヽン″`全盛れ わ たバ  ヨー′ンノR全体力`饉
のF/0を迎えた ′グ世紀前半だは、あらただオラン

グ・イギノメ・ノノンスなどの国々が有力 と//・つて

いった。ノ

この序文も一見すると常識を語つたに過ぎないスタ

ンダードな歴史認識である。しかし注意深く読むと、

近現代世界の大元がこの時代のヨーロッパに起因する

語りとなつており、■枚岩の「ヨーロッパ人1の実在
を前提に彼らの内発的な発展が世界へ働きかけていつ

たようにみえるだろう。しかしここは序文なのでt本
文でよリバランスのとれたT寧な叙述が展開されてい

れば問題はないかもしれない。本文の検討に入ろう。

同 4「 ヨーロッパ諸国の抗争と主権国家体制の形成」

〔主隆国家と主権国家体制〕 (2131214頁 )

4._0。 若力する兵員4蒔 職 笏動 物 ″ 、

多蜀舷蘇夕藤″を夕心だ寓茄げをそなえた夕茂晟移を

整″ι、国内の″¬傷朝レ ″めろ必要ガあつた。

でかこ″lごみ、国内屁序を描″翻 Zι ζ 外にガιで

脇 罐 夢れ てD君主のみが国を/02する溶制を築 ぐ
よ昇 力 つた こラιた国家を」膳国家とクい、ガ資

返乃々 の方ゼ留と/●・つた。

ま茂国家の形成務に、メベイン・アジンス・イギノ

メなどでは、僣ガ
=麦
ど

“

鍬あ 国王をグ せ ι/―″

力な務者落制が生まれた . の  。
才ル ~″ンノ

'tこ
誕生 した

―
は その肺 の

X//1t妥オ・宗教・経済力などの点できわめて多蘇
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「新しい世界史」に照らした世界史教Tl・書記述の見直し

であっん  ιかι多厘″駆動売螢会の力幣彗ZM勒虎膚どι
ζ ″交褻 ιあクヽ とき/c‐だ国際会麟を開いζ
相手国と筋■ ガタιながら″互の秘夢を置整ιよう

とιん ン は 夕だι窃 グ・縦絆きれた物 ぼ

轟 着″と呼商 、参加国を全地球規模
=こ
拡大

ιζ 男をまでつづくこと/c″る.y

前半部の主権国家の説明はヨーロッパ史の文脈では

非常に丁寧に説明されているといえる。しかし世界史

の文脈で見た場合、国境を持ち国内秩序を強化し君主

のみが対外的に国を代表する、というのは、特に東ア

ジア世界から見た場合、古代以来見て取れる姿ではな

かろうか。国境については、辺境地域では確かに曖味

なままにされた部分もあつたのだが、基本的にアジア

地域では古くからの歴史的経緯が生み出した境界意識

と自然環境から、国境がかなり明確に,|かれて意識さ

れてきたといえるのではない力、 また、国内的にも紛

争が日常だつた西欧世界に比べると、一般的に東アジ

アの諸国は、過渡的な動乱期を除けば、強力な君主権

の下で治安維持に成功してきたといえるのではない力、

対外主権の面でも、我が国で幕末の混乱期に二元性が

一時的に前面に出たことを除けば、君主が単独で代表

権を持つていたことは疑いえない時期が圧倒的だつた

はずである。そうしたアジアの国々を主権国家と呼ば

ず、西洋諸国のみをそう呼んで近代国家の原型と説明

する理由はどこにあるのだろう力、決定的な違いはや

はり国家の実態的な特徴ではなく、そうした国家間の

在り方に関する理解を共有し得る法及び国家間の対等

性の原理の有無であろう。その意味で後半の下線の部

分の方はよくまとまつている。国家同士が互いに主権

国家と認め合う考え方は、確かにアジアその他の世界

には存在しないでヨーロッパに発生したものであり、

歴史的にはその適応は不平等な形を通じてではあつた

が世界へと広まり、今日の世界の平等性を形作る基礎

となつたものである。したがつて後半部分はヨーロッ
パ中心史観を相対化しながら [世界はひとつJを意識
づけることが可能な表現とも見て取れる。雑な言い方

かもしれないが、主権国家はヨーロッパが生み出した

とするのは世界史的文脈では実態として疑間が残るが、

主権国家体制はヨーロッパを通じて世界に広まり、地

球市民意識を育てる基盤を提供するものといい得るの

ではないか。また、国家の強弱や優劣を匂わせかねな

い特質を前面に出すよりも、国家や世界の提え方の連

いを問う形で、どちらが人々に受け入れやすいかなど

を設間として補い、生徒たちに議論させてみるのも面

白いかもしれなし、

同 〔17世紀の危機と二十年戦争〕 (220-222頁)
4.侮秒 。ゴ7均切窃な 経済・雄← 政治のナ
ベでの傷城におよよ Fコー′ン′`笏朔腐のを務の″
たと/g・つた 多切 4髪舞抜慟オゞおこク、それが
塵済″・を癸″な周層をさらに夢″させた。なかで

`

ル″ η葱 働霧 W4三 十年曇争と呼ばれ″ 目
勢力 6外入ナろ妨 静な戦乱ιルゥ形をとつてあらわ
れた

神聖′―マ帝国内tこ大4吻錫憫リ ガ ι
“

琥 だイ

ンCは、ま着屁豪の形成がおくれていた。 lαθ気
オース ハノアの膚鎮ベーメン tボヘ ミ刀 つ幾教徒

″ミ ′ヽプスアルク嘉′Iまるカ ハノンクタル″綿に反

夕 ιたのをきっかた 、三十年候李がお こった。…
の _¨、三

―

こえたハカ ノ″

笏 ノノンスの構いでうあった。

三十年俳争は ■6“夕のクニメ ハ′/ノア条″雫
″したバ

ー

タ ル ー′ノノ=諸国力`参加 ι

た時 でまとめられたことは、コータンノ彰姓れ管

り を示すものであった これたま″ドイ

ー

ん坐 釜 た 繁 グ 剰醍 吻 ,お国
=こ
お

ゲ栃 接 の分立状態は決定的となった^fタタ夢と
なった′インな ス″6麟νιてその後長●翔膨%
こと位 わ た。ハンウイブルタ家の勢力は後退ι、フラ

ンスだ′′レグスを韓われた。また、スクェーデンは

老ν ン沸 ″ 置ボンメ″′な どに慶■を得 (パ ″
侮́を内海とする r/シハ帝動 を通 させた。さら
だ、スイメル ″ ンダは独立を正式に認め物 ん ノ

この部分の記述は全体的に古典的な叙述で彩られて

おり、それゆえ専門的な見地と新しい世界史の観点の

双方から見直しが求められる。まず、領邦国家体制を

主権国家形成の遅れと見る見方は、近代国民国家の形

成と進歩主義を絶対視する古典学説の影響が強く滲み

出ている。 ドイツ諸侯の主権については既に述べてき
た通りであり、1648年以降も神聖ローマ帝国の諸機
能は持続して一定の活動実態を示しながら、皇帝を中

心とする連邦的な平和維持組織として働いていたこと

を究明している近年の研究成果が全く反映されていな

い。また、当時のアルザスの権力構造は錯綜的で、フ

ランスヘの割議は、ウェストファリア条約は部分的な

権力譲渡ないし全体的割譲への将来的名分を与えたに

すぎず、最終的には 1697年ライスフイク条約まで待
たねば完結していない。さらに新しい世界史の観点に

照らす場合、条約の結果として描かれるのが領土割譲

や国家の分裂では、世界の対立と分裂が強調されて終

わってしまい、そうした事実だけでなく、別の意義を

条約の成果として前面に出したいところである。ただ

そうはいつても、そもそも該当部分のテーマが「17

世紀の危機Jなので、そうした重い状況を描くことが
目的であるといわれるかもしれない。実際ここで扱わ

れていることがらは暗く厳しい時代のものあったのは

厳然たる事実であり、当時の国際政治上の主要な潮流

も現実主義的な権力政治を志向していた。そうした事

実をも「世界はひとつ]の観点で描くことには無理が
あると異論も生じ得よう。事実は事実として人間社会
の現実を教副|と して教えるのも歴史の使命なのだから

と。そうした考えから恐らく古典的な叙述が好まれる
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伊藤宏二

面もあろう。次の文章もそうした色調で描かれている。

第 9章「近世ヨーロッパ世界の展開」序文 (223頁 )
′第 ′までは、近世のダ半、′′此紀半ぽから′θ〃

施唆物 コー″ンノtの種 を教夕。この雄務だ嵐 菫

蛍″圭を国家バ たがいに国富の増大を展 し て贔彦

義 をとクヽ 制 をめぐつてコー″ンノ珍 ″

″で多い葬 夕返ιれ .¨

“

り 。ノ

理性を備えた国家が己の生存や発展をかけて戦うこ

とは当然のことと観念された時代だつたゆえ、語られ

ていることは事実で否定しようがない。しかし例えば、

我々が先の戦争を語る場合に、重苦しい体験から教訓

を引き出すだけでなく、平和や民主主義の実現等につ

なげて語られることは多いのではなかろう力、 「新し

い世界史」は事実を淡々と書き留めるのではなく、事

実をポジティプに意味づける感性をも世界史叙述の中

に求めているのではないかと筆者には思える。ここで

も国富の増大が物流を促進したり、文化や日想を豊か

にしていつたところまで意識的に関連付けて描いても

よいのではないだろうか。恐らくは文化史は男りの箇所

で述べられるからと、敢えて触れられていないのだろ

うが、人々の活動を政治・軍事・経済・文化などと区

別し、描く形式に無理に四われる挙要はないであろう。

では次に、世界史Bにおいても羽田が執筆者に加 |

わっている教科書を一嘗し、新しい世界史の観点が反

映されている部分はあるか検討してみよう。

『新世界史』 (山
jl出臣社2015年 )

第 13章 3「主権国家体制成立」 〔主権国家と絶対王

]セ〕 (222・ 2231ヨ )

4..傷り 、ctまざまなД陽機嘲階F6ひιめきあつて
け パ 菫おや教皇な夕 吐 翻 レ 場 擁 姥 ιル 拗

に、テベでの国参形式■はガ撃なフ夢だたった。その

夕えで姿目ぼ外ズと戦争の粛〃をだめ、たがクV=条約

を″霧ι、また燿 塑補強 させた。こラしたけ

あ 攘 屁 孵 Wi諸国家ンステスノといラ。ン 僣
平雛湧%影舛税″ではなく、多彙 き残ク離 をか

けて争レ、幹粂嚇勝 ι為 こ殊 α誇つケにおゲ

ろ襲刺渤諮 まろ蒻尋鶴階 触麗翼糧いをみせた

主権国家体制lま、′θ聞磁ル ー′″ 《′r出現ιたの

動 治の墓オとなク、強 tこま0経承されることだ

なる。

国内政治の歓 からみると、J額 滅衛 ″ 6との
を目嵐 〃部からの物 ιつつ国場を2だι、き
らだ慶%椰続/・ 機僣を政庸ιζ住民の務″を′めるな

と 屋を してのまとまクを追求した。こラιた麟

露 η

―

教 である。… 傷り 。
なお、主若国家であクながら鰯 =政から燿霧ιた
国々ちあつれ ポージンド′ま元茂パ」Fを選出%層
挙三麦に多夕し、オラング6稚ガ三″7reスペインか

ら独立|(難 国となつた イングランだbゴθ魔溜
だ維ガ王´を確立酸 バ 」7曲紀そこ二度の輪 を経
て(級 のらに議会

=麦
へと夕じれ また、 ジェノ

グ′ど外´ ツィ//1申を以来の力脅茂雄 持した。プ

第 13章 3「主権国家体制成立」 〔神聖ローマ帝国と

二十年戦争〕 (226‐ 228頁 )

4.:傷り。こ′ιたさまざま獣 立ヤ摯 え
`″
ξ

多 ″介入があつておこったのド‐チ牛鶴争である。

この戦タス 宗教″車夕摩姿考でおこつた鋼 争の

混多の局面であク、また,夕のコー′ン′ヾ大戦で6
あったι″婉 る。

三十年戦争の構 は、神聖″―マ請国内のボヘミ′

″ ュコノで″″した彦Iノェ″ディオンハ′をの
カハノンタ1減策に対ιζ I″β年だノ妨秋 タン
ト費瀦がおこιた反協であつた。…

“

り 。̈菫静

スペイン脚′まつ惧 rヽFF/c‐ 6競 を広げたため、こ
ラしたスベイ′素 とオーメ′ノア系のル ノヽン//2ク

家の夢力″オη動きた物 を覚えたノジ″ 法 オ

ラング・デンマーク・イングランル スクューデンな

望輸 入場 は ″ た 。… 確ノ ..。 また菫詩軍がt
方へ進撃ιたことパ ″ター灰ζ ″'つバ″ 薄́瑠″

α動姥力 らつて″掟スク・E―デン国三グスタノ=/
ハンノ
=こ
介入なえ斎させた。メクェーデン蜀絋 ノジ

ンスの質会瀕″やオラングとプロテスタン用嫉″参

戦もあって菫帝軍を破ク、市国蔵部キこまれ鱒陀為

菫″・タバ71476態野を玄て直し、菫帝′銃 の勁今
を 切 ナろ一方″ 列鍔約 を結んだ力`、ここで

ノランスが直接タスι、さらにスクェーデンの高参俳

など6あって伐顔″翡″され膠着ιたちこの働争露

軍事事を夕来の費癒バ爾″されたため死存す6多く、

また民庸スの夕ご 3配賊されな″,つたため、ま鵜夢ど

なつたドインのを会は、″ 世紀の三度の麟界夫戦
=こ

匹敵ナうなどの巨大な観 緒 こラをつた

′θイθギの た メハノ′ノア条約が戦後螺嚇 計

たバ この戦争猜 ノランスとスクIE―ル であ

ク、敗看はスベインと#菫′―マ帝国であつた。ノノ
ンスは神聖″―弓栖 物 騒 け るよラ/t‐虜■を広げ、

メψェープン 3′シ ト蒲の覇様を存を。その―方 でス

ベインはオフ´″潮泣を紹 ι、神聖ィーマ薦匠で

嵐 カルグァンが ルター″と/・7酬雛 夕戒 られ、
メイスの正懃 立が認め夕宏 ″妙、多傷鞍暇鑽″

イラ言全」り廊を場『められた この″ス 澤%そ″り霧乾』肇π

力観 狩駒 ″ 凛

"膚
力ヽつた半鳳 静国は国家とι

て′力物綾確ιた。

こラιζ 多数の国パ翻ηιた

…

い

'形

で

卿軽吻たこと4」を国家広
"が
落″だ3確立され

た。雄 半のコー″ンノゞ法 このクヱメハノ/ノ/
佑″を訪燿に再凛発ナる。ここで急底だ台軒 るのが

オ 7~ングであつた ノ

全体的にこれらの部分では、最初の段落で東アジア

の朝貢体制との対比が出てきている点は、曇饉国家体
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「新しい世界史」に照らした世界史教科書記述の見直し

制の特徴を考えさせる上で効果的な例といえよう。そ

の他の点では、これまで検討してきた教科書よりも具

体的な国名が多くやや上級者向けな感があるが、基本

的に古典的な理解に基づく記述となつている。例えば、

冒頭の数百もの国家が形式的対等とする表現は、その

うちの大半が神聖ローマ帝国内の小規模帝国都市であ

り、形式的にも実態的にも帝国内ですら主権国家どこ

ろか他の帝国諸侯の領邦に比べても国制上差別的な地

位に置かれていた事実を無視し、神話的見解を無批判

に受け入れている様子が見て取れるが、それ以上はこ

こで改めてその問題を繰り返すことはしない。

第 13章 「まとめ」 (国家構造と社会・文化の特質〕

(242・ 243頁 )

4 0。 近世の洋件だ法 ヨータン′ゞの霧
落″ど/ジ/の権 藪雷どのきい|こ加えζ ヨニ″ン
′ミ内部・/2″ 節 でも、それぞれの国の特療ルなg
ま体″輸 妻・島酢 文″・芸術が難 ιん 男をで

も私たちが国の客″ととうに動 浮かぺろを″議会や

期 物 イメーカム この働 だ形ゲされた″衝だ基づ

ぐるのが多レし  の ¨ ノ

アジアとョーロッパに限定されている点で借しくは

あるが、それぞれの個性を尊重しながら横断的な観点

で考察することが促されており、しかも現代の我々の

問題に引きつけた描き方がなされ、全般的に興味深い

記述となつている。具体的な事実を扱う本文では「新

しい世界史Jの観点が十分に反映されていたとは見え
ないが、このようなまとめの部分でそうした展望が配

慮されたのかもしれない。

それでは最後に、ウェストファリア条約は「世界史」

だけでなく「政治・経済」でも取り扱われるため、そ

ちらの教科書記述も一瞥してみよう。

(3)「政治・経済」

『政治・経済』 (東京書籍2013年 )
「第 1章 5 現代の国際政治」「1 国際関係と国際
法J〔国際社会の成立〕 (70頁)
′7ム 置界だ厳 」

"法
上のま着国家があク、互い

だ主権を主張ιながら国際社会場物に ている。そ

こでは、国際を癸塗″を続治ナろ均務笏 へけ な権

―

式 各国がお互いのま膚 尊́重

ιあラことによつく カウ幣 た妨 。このような国

際を会の反]餞 近々 ―″ンノψ 三十年戦争を終
膚させたクェスハファノア会離

=こ
おいて、″―マ′

菫慮を瞑点とするそれまでの力粥が終わク、各国のま

隆の独立ど響勒 糖設 協 ろこと0勿 彬 ん  菫
綾 ム なじめ超ガ主義国家として成立した″t″
昂義ン ヘて疎 と国民との一´″が′ガされるよラ

観 り 、国民口家とιて成ガι
`レ

)つた。…

“

ノノ

同 〔主権国家と国際法〕 (70‐71頁 )

「国離 会だな ん穆笏診ま夕な物 はなレヽがヽ

昴ウ鞍 いわ枷 鷲 な″ち圭惹国家″の移争を解決ナ

るためのル‐″とし■ 17島孵畔 だ法 グ″ティ
クス/gノ″ 然法学者な 乾 だ国際法の基礎が築か

れた。… 患畿 。′

『富等学校 政治・経済』 (第一学目社2013年 )
「第 2章 1 現代の国際政治と日本」「1 国際社会
と国際法」 〔国際社会の成立〕 (80頁 )

物 為 壁 ″ 」
"を
こえる国家力ゞある。各国家はそ

れ召り帯 な立解 ウ つ主絶国家どιで、国際社会

を構成ιている.ンあ の」慮国家が日簾を会を構′
ナるようになつたのだ、クニメハノノノア条約″

″

“

何 脇鬱 僣 である.こ蒻 戴 ク、それまで
のヨー″ン′ヾη勧炊吻 った″―マ教皇a働″帽 ま
ク、国家に権力が集中ナろごみ ″ つた。こラιζ

お互ク,tこ鱗 な主権をもつ国家を構成単をとする国際

社会の難ジ ヨータンノヾ C成玄ιた。ノ
〔■同頁欄外 ウェストファリア条約〕
′ン トノンタとプ′テスタンハだよる宗教戦争棚

とナる三十年戦争 ″
"θ
～″ タノをおアさせるため

の講和条紘 この雑 オゞを充′わ たク=メ
′ノ′ノア

会議が国際会議のはじまクである。ノ

同 〔国民国家とナショナリズム〕 (80頁 )

′賊玄当初の議 国家は、君主芸慮だ基づぐ絶対主義

国家であつた。…

“

ノ。 ι″ヽι、 ヨー″ン′tの国々
法 滋の販 lこ対 ιζ コー″″ 場冒 驀

国家とιでの統 を認め式 棚 懲とι窃影 ,閣不平

事な発

"西
′rぉぃてきん … ω .¨。その結栞、タ

を物 け だ数多くの主権国家オ£誕生することとなつ

た。ノ

同 〔国際法の意義と役割〕 (81頁)

「最初だ日藤法を理論的だ体系づゲたのだ、「国際

騰の力 として力 られるオノングのグ″ティクスで

あった。彼は、′燃着の2″から、国際を癸 /c‐ 6諸国
勲 £従わなければならな,ヽ国難 があるとιん そι

ζ 渥穆籠婢だよつ

―

を遡駒夕・議をι

ようと試みん … の ノ

東書版の方が条約ではなくウェストファリア会議に

言及し、ヨーロッパの世界観の変化を述べている点で、

第一学習樹版はヨーロッパ諸国が他地域の国家に対し

ては差別的な対応をした点に触れている点で特徴的だ

が、その他の点では、世界史教科書ではクローズアッ

プされなかつたグロティウスが登場している点も含め

て、2つの教科書の記述内容に大差はない。世界史教
科書に比べて史実の展開に関する描写が少なく済むせ

いで、現代の事象に引き付け、事像の歴史的意義や影

響をヨンパクトに伝えている点でわかり易い表現と

なつているようにも見える。無論史実の展開を知つて

こそ、それらの重みや意味を深く理解できるようにな
るはずなので、世界史教科書と合わせて学習すること

が望まれる。否、むしろ地歴公が 3年間で 1セ ツト
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となっている中学校と違い、世界史と政治経済がとも

に学習されることは前提とされていない高等学校にお

いては、科目別の教科書記述内容の住み分けのような

ことを行うことは好ましくなく、世界史教科書単独と

して政経教科書に見られた内容までしつかり伝えてい

く必要があろう。国家の盛衰や独立、領上の割議を強

調することで終わらず、そこから当事者間の平等の考

えが生まれたところまで語ることで、厳しい現実の中

から「世界はひとつ」を意識させられるつながりを

もつた記述になり得ると考えられるのではなかろう力、

織びに代えて

以上、羽田の提唱する「新しい世界史」の観点に専

門的な見直しもカロえて、現行の世界史教科書における

ウェストファリア条約関係の記述を検討してきた。羽

日の提起が活かされた世界史像を全般的に教科書に具

体化するためには、ウェストフアリア条約一つをとつ

てもこれだけ見直すべき内容が含まれていることも明

らかになり、長く困難な道筋であることも予想させる。

しかし従来の研究成果の発展的な継承の上に、個々の

事象のまとめ方の工夫次第で、現行の教科書記述を改

善していける可能性も見いだせた。さらに、個々の描

写をポジティプに描く感性の必要性にも気づかされた。

そうした感性が学習指導要領の観点をも変えていくよ

うな社会的浸透が必要かもしれない。歴史は中立にし

て客観的に描写されなければならないと語る人も多い

だろう。しかし例えば、現在のドイツの歴史教育は明

確にネオナチの抑止に目標を定めているように
6、 世

界史教育の中に社会が求めるニーズや理想を目標に設

定することはあつてよいと筆者は考えている。無論史

案を捻じ曲げゆがんだ歴史像を提供するものであつて

はならず、語り手の思いの押しつけになってもならな

い、学習者自身の理解の中に自然とその意図が体得さ

れるようなバランスある記述が求められよう。

そこで最後に、現行記述の問題ばかりを指摘するの

に終始し、何か曖味な展望を示して結語するのでなく、
「新しい世界史」像を活かした該当部分に関する筆者

なりの記述を具体的に考えてみよう。検討の対象語句

としてきた「二十年戦争」、「ウェストファリア条

約」、「主権国家体制」に関して、 r世界はひとっ」
の意識を出すために、ウェストファリア条約の保障規

定を集団安全保障の表われと捉えた国際法史家ツィー

クラーの見解
7と、ゥェストファリア会議を経て専門

職化レ
～
外交官が平和の利害を共有する超国家的な存

在、成長したとする国際政治学者デーヴィス・クロス

の主張8を織り込みつつ、当然ながら現行の指導要領
の枠内で叙述の検討を試みる。

ル ー″″ ミ
=こ
おけるガ′とい

'聡 =ま
、夕悲ク来の

あ励炒卸爾酪勁拗 らま 熊 な々婚 て夕ιい考え方

雄 まれ為強笏れわ た。 したがつ機 やI夕の
確 屈轟
"じ
″り方などをめぐつて戦争パ頻著

した雄″でもあった。その申でも堤う多くのスびとを

巻を1込み、を癸″な影響ガ大きかつたちのと考えられ

ているのが三十銅賭改場 わ。ス々の生活の塑 ガ″

″に置力れ ていた時たに、国家 6広民の傷″生どのタ

全を強裁 定 と0薩力を麟″しまうとιたため、国家
の宗教ど奮民つ宗敷が一髪ιない場所では緊張が高

まつた。」arθ 夕だ神聖″―マ帝国でを は ,な対立
が生じた紘 ヨー″ン

～
廓舒 つ宗教 立やハノアプ

″夕家・カ グ 4む ″じめとお 教 務 拶 つ

き、さらになイ ンだ″ナろオ7~ングの独立戦争お

連絡ιζ ν ツ
"ヽ

ら大西洋
=こ
至る広い筋″

`鬱
争が

行われた。最初はオーメハノ/とスベインの′ジ牧ノ

″ク家力`優勢だつたバ 経済的・コ那

"痛
教彰〃夢

からスクェーデンやノジ″ 綾 ど6参戦ι、θθ牛う
の″″ ガ主戦場となって荒廃 ιた。この戦争な

Fa鰺 年のクェストファノ/条約でお結した。この条
ルを話蛯拶 ために、多数のガ頻国がクェメ′ノ′ノ

列の在豹 酸締 を派遣ιん 夕らだシ好灌雄
=こ

多国で輌じ麟どιての霧 を席め、母国のコ墜だ7ノ

でなく、え蒻鰺 ではしばιば大局的な見地から′国

政府の利害を超え響 物 α 明 ″ 稽 ケ共同体とιて

勁

“

糖 へみ 帳 していつた この交渉の結果、いく

つかの資」|こ変更が加えグ髪 バ 戦争の原因となつ

た

一

ついてえ店″な″安をもたらナ傷数のを

ク方が定められ潔 秒 、当事国の″で互しヽを撻 な存

′と認めイン、そこで在重されβろ 獨像墜ソど″〕ラ

β家″の″→″赫 していぐ重要醐 となつた

これを機
=こ
国難 勿 ‐ /2を認めないその唯―のま″

′歩弦 られつ くのカエ雛 国家である。それらで空

濯″だ屋め夕″ ヨー″″ 絋ゞ 夕後一種の法的共同

体赫 静 され多 く夜″66た らιた。ク で才ェス

トファノア条約が条約締結国間の郷 診 石に圧かれる

ことになったのな この僣濯錮鍛駆彰塑解理勲a～″だ

デ″

―

ナる意図もあつたバ 平ルの成栞

を国難 会が共同

“

情ιタクβ3,どナろ婦 の最
いの表現に うなつた。多だヨーロンノ警 国が世界|こ影

響力を強めていくだつれ、国嫁参を国家のズど″―/2

とみなり 考えガ徐々だ世界へ摂透ιて

ク)き、男ん国際を会が7ルを共通の関心J/c‐麿ぐ一つ
の」″ なってレ)ぐのである。ノ

ヨーロッパ地域に限定された本質的にネガティプな

史実を伝えつつ、そこから生じた歴史的意義をポジ

ティプに描き、現代人の普遍的価値につなげることで、
「地球市民意識」の洒養に結び付ける狙いがある。こ

れが最書の記述と考えているわけでは無論なく、一つ

の叩き台にはなることを切に願うのみである。是非と

も活発なご議論・ご批判を賜りたい。より魅力的で未

来志向的な世界史が描かれることを願う本稿の試みは、

なんとか「新しい世界史」への二歩くらいにはなるの

ではなかろう力、
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注

1本稿は2015年 11月 7日 に宮城教育大学で開催さ
れた「日本社会科教育学会第65回大会」における自

由研究発表 (伊藤宏二 r新しい世界史」にどう取り組

むか)を基礎にし、2016年 1月 30日 に静岡大学人文
社会学部主催の「地崖教員養成講座」において報告・

討論を重ねて発展させたものである。
2海外では 1960年代から1648年以降の帝国機能の
維持に着目した研究が現れ、我が国でも 70年代以降
にその法的機能の維持に着目され始めたが、特に 90

年代以降、山本文藤『近世ドイツ国制史研究―皇帝・

クライス・諸侯』 (北海道大学図書刊行会 1996年)、
渋谷聡『近世ドイツ帝国国制史研究―等族制集会と帝

国クライス』 (ミ ネルヴァ書房 201111年)を中心|ビ、
神聖ローマ帝国が 1648年以降も統一的な政治体とし

ての機能を存続させてし`たことが明らかにされている。
3例えば伊藤『ヴェストファーレン条約と神聖ロー
マ帝国』47～75頁を参照せよ。
4 see'以褒晨ぬ 潔 笏 番ん口″拗猛′勧 磁θtt The

Peace ofWesttphaL,pp.6‐ 9
5ゥェストファリア条約の影響が後世その実態以上
に「神話」的に強猥されたことについて詳しくは、明

石欽司『 ウェストファリア条約一一その実像と神話』

序論及び第 4章を参照せよ。
6川喜田敦子『 ドイツの歴史教育』自水社、2005年、
とりわけ 13～44頁を参照せよ。
7 soe;&″月しあzZ″θLら Die Bedoutung des
westuschelll Fnedens von 1648缶 das eurO・
pasche vdL“コ。cht be● ondeFe S l13腱
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